
増改築相談員研修会【新規】 募集案内 

202１年度 増改築相談員研修会【新規】のご案内 

大分県建設合同労働組合 
（公財）大分県建築士会 

大分県室内装飾事業協同組合 
 
１．増改築相談員制度とは 
(１)増改築相談員の役割 

 住宅に関するストック活用が重視され、住宅リフォームに

よる居住水準の向上に関するニーズが高まっています。一方

で「悪質リフォーム」が社会問題化するなど、安心できる良

質な住宅リフォームに対するニーズが高まっています。 

 このような状況の中、豊富な経験と知識を持って消費者に対する適切なアドバイスを行

うことができる増改築相談員に対して、多くの期待が寄せられています。 

(２)増改築相談員の登録 

 増改築相談員になるためには、（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター（以下、

「リフォームセンター」という。）の登録を受ける必要があります。そのためには、住宅建

築に関する 10 年以上の実務経験を持つとともにリフォームセンターの承認を得た地域の

大工・工務店等の団体が行う研修会を受講し、修了考査に合格することが必要です。 

 今回、新規登録を行った方は登録有効期間が 5年間です。 

(３)増改築相談員の活用 

 増改築相談員は、豊富な知識や経験を持つリフォームの専門家として認められ、増改築

相談員の登録証を交付されます。また、「住宅リフォーム支援者名簿」に掲載(掲載希望者

のみ)し、一般消費者が閲覧できるように、公的機関や相談窓口、リフォームセンターのホ

ームページにおいて情報提供されます。 

 増改築相談員には、リフォームセンターから住宅リフォームに役立つ最新情報が提供さ

れます。 

 
２．実施内容と受講方法 
① 開催日時 2021 年 11 月 18 日(木) 9 時 30 分～18 時 15 分 

② 会  場 大分県教育会館 1 階 101 研修室 大分市大字下郡 496-38 

③ 受講資格 研修会受講日現在、住宅建築の新築工事又はリフォーム工事に関する実務

経験を 10 年以上有する者 

④ 受 講 料 25,000 円(税込／テキスト代、登録料を含む) 

       （もし受講しない場合であっても受講料は一切返金いたしません） 

⑤ 受講申込 研修会受講申込書兼登録申請書に記載し、受講料と写真 1枚（縦 4ｃｍ×

横 3ｃｍ、裏面に氏名を記入）を添えてください 

⑥ 申込先とお問合せ先  

大分県建設合同労働組合 

【大分事務所】大分市萩原 1-7-13  ℡097-556-1835 Fax097-556-1834 

 【別府事務所】別府市野口元町 2-35 ℡0977-73-4600 Fax0977-73-4601 

⑦ 締 切 日 2021 年 10 月 29 日(金) 



増改築相談員研修会【新規】 募集案内 

 
３．受講申込書の記入 
 別添の受講申込書の記入例を参考にして、受講申込書にご記入ください。 
 








